


























































































































































































 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 r.3.0 
第 16 条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設，第 23 条 計測制御系統施設（別添１－１） 

16-90 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 大飯発電所３／４号炉 差異理由 

6．重量物の評価結果 

（１）評価結果 

使用済燃料プールへの落下時影響評価が必要な重量物の

評価結果について，女川２号炉の整理表を表 6.1 に示す。

（抽出した設備等の配置，質量及び落下高さは，現場，機

器配置図等の確認及び作業実績により確認した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 重量物の評価結果 

6.1 評価結果 

使用済燃料ピットへの落下時影響評価が必要な重量物の

評価結果は表 2 のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 重量物の評価結果 

(1) 評価結果 

使用済燃料ピットへの落下時影響評価が必要な重量物の

評価結果は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整理表の補足説明】 

・原子炉周辺建屋（天井、梁、柱、壁等）について 

原子炉周辺建屋については、基準地震動 Ss に対して

建物･構築物が倒壊しないこと、使用済燃料ピット上部の

鉄骨部や天井が落下しないこと等を確認している。 

なお、壁については、梁や柱の外側に取り付けられて

いるため、使用済燃料ピット内に落下することはない。 

 

・電源盤類、装置類、作業機材類について 

電源盤類、装置類、作業機材類は、床面にアンカーボ

ルトで固定または固縛されており、地震で損壊し使用済

燃料ピットに落下する場合の形状や重量が特定できず、

評価①で選定できない。 

ただし、使用済燃料ピット周辺は、フェンスやクレー

ンレールの障害物があり、手摺りの強度も約 500kg であ

るため、電源盤類、装置類、作業機材類が使用済燃料ピ

ットに落下することはない。 

 

 

記載表現の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































